
令和２年４月１日から

舞台照明設備

放送設備

備考

１　利用者が市内居住者（市内に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体をいう。

　以下同じ。）以外のものである場合の使用料は、この表に掲げる使用料の１．５倍の額と

　する。

２　利用者が市内居住者であって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げ

　る使用料の２倍の額とする。

３　利用者が市内居住者以外のものであって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、こ

　の表に掲げる使用料の３倍の額とする。

一　式　　　500円

一　式　　　200円
附帯設備

調　理　室 ２００円 ２００円 1時間につき

ア リ ー ナ ６００円 ７００円 1時間につき

洋　　　室 ３６０円 ３６０円 1時間につき

和　　　室 ３６０円 ３６０円 1時間につき

鳳来中央集会所使用料

　　　    　 利　用　時　間

  区 　　 分

9：00～17：00 17：00～22：00 特記事項


